
令和５年 11月 14日 至誠の絆 発行 

「令和６年度の予算編成および事務執行に向けての提言書」についての参考資料 

『提言１．生活困窮世帯等の子どもの学びの場の整備について』の参考資料 

〈制度について〉 

 
図１：厚生労働省 貧困の貧困の連鎖防止（子どもの学習・生活支援事業等）について

 
図２：厚生労働省 子どもの学習・生活支援事業の実施状況・委託先一覧（令和４年７月時点） 
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〈島田市の事例について〉 
※島田市は「経済的な理由で学習機会が与えられない家庭の子ども」以外にも「学校に行きたくない子ども」
「日本語を十分に話せない子ども」なども対象としている 

 
図３：島田市の事例（しまだっ子の内容） 
 

 
図４：島田市の事例（しまだっ子に関する令和４年度決算書類） 
 
〈菊川の事業対象者のイメージについて〉 

 

項目(菊川市) 人数
就学援助費準保護認定世帯児童数(令和5年7月現在) 210人（小学生135人、中学生75人）
児童扶養手当全部支給対象(令和5年8月8日現在) 132人（小学1年生~小学生3年生）
公立小中学校外国人児童生徒数（令和5年度） 263人（小学生187人、中学生76人）

表１：事業対象者数に係る参考資料(担当課に確認し渥美が作成)
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『提言２．不登校児童生徒支援の拡充について』についての参考資料 

〈市内不登校者数について〉 

 
〈適応指導教室「このゆびと～まれ」について〉 
※中央公民館まで移動する手段ない児童生徒がいることが大きな課題となっている。新たに拠点を設けること
や、ICTの活用などによってこの課題の解決が期待される。 

 
資料URL 
図１：厚生労働省 貧困の貧困の連鎖防止（子どもの学習・生活支援事業等）について 
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000917190.pdf 
図２：子どもの学習・生活支援事業の実施状況・委託先一覧（令和４年７月時点） 
https://www.mhlw.go.jp/content/000943727.pdf 
図３：島田市の事例（しまだっ子） 
https://www.city.shimada.shizuoka.jp/kurashi-docs/shimadakko.html 

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年
令和４年
１２月まで

小学生 11 16 15 11 15 20 30 31

中学生 31 36 46 65 63 53 63 78

合計 42 52 61 76 78 73 93 109

表２：菊川市内不登校者数推移（公立小中学校）
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